
菅谷小学校区教育懇話会会則 

   

（ 名 称 ） 

第１条 本会は、菅谷小学校区教育懇話会（以下「懇話会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 懇話会は、菅谷小学校区域の将来を担う子供たちの教育環境を検討す

ることを目的とする。 

 

（ 事 業 ） 

第３条 懇話会は、前条の目的を達成するため、市当局との定期的な懇談を進

め、目的を達成するため必要な調査・検討を図る。 

 

（ 構 成 ） 

第４条 懇話会は、菅谷小学校ＰＴＡ・菅谷保育園保護者会・菅谷小学校区自

治会長・ＮＰＯ法人七葉とする。 

 

（ 役 員 ） 

第５条 懇話会に次の役員を置く。 

（１）会 長             １ 名・・ 

（２）副会長             ３ 名以内 

（３）委 員  構成団体から    １８ 名以内 

        推薦された学識者  若干 名 

（４）監 事             ２ 名 

（５）事務局は、委員の中から任命する。 

 

（ 役員の職務 ） 

第６条 会長は、懇話会 を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 

３ 委員は、懇話会の運営にあたる。 

４ 監事は、懇話会の会計を監査する。 

５ 事務局は、懇話会の事務及び、会計処理にあたる。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、３年とする。 

２ 前項の役員に欠員を生じたとき、後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 



（ 顧問・参与 ） 

第８条 懇話会に顧問・参与を置くことが出来る。 

２ 顧問・参与は、懇話会の推薦により会長が委嘱する。 

 

（ 会 議 ） 

第９条 懇話会の会議は、総会及び委員会とし、会長が招集する。 

２ 総会は、年１回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことが出来るものと

する。 

（１）総会は、目的達成に必要な事項を議決し、地域住民にお知らせすること

とする。 

３ 委員会は、総会に提案する事項を協議する。 

（１）緊急を要する場合は、委員会の議決をもって、総会の議決に代えること

が出来るものとする。但し、次の総会に報告して承認を得なければならな

い。 

 

（事務局） 

第１０条 懇話会の円滑な運営並びに事業の促進を図るため、事務局を事務局

長宅に置く。 

 

（ 経 費 ） 

第１１条 懇話会の経費は、各集落の負担金及びその他の収入をもって充てる。

（集落負担金は、１戸～１００円） 

 

（ 会計年度 ） 

第１２条 懇話会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わるものとする。     

 

（ その他 ） 

第１３条 この会則に定めるものの他、この懇話会の運営に関する必要な事項

はその都度、会長が委員会に諮り定めるものとする。 

 

附則 この会則は平成２８年１１月１８日から実施する。 

 

 

 

 


